
1 
 

2014年 10月 10日 
国土交通省中部地方整備局局長 

八鍬 隆 様 
設楽ダムの建設中止を求める会 

                                                代表    市野 和夫 
事務局  豊橋市御園町 1－3 

  http://no-dam.net/ 
 

設楽ダム建設予定地周辺の地質地盤についての公開質問状（その2） 

 
本年 3月 28日付けで当会が貴職に提出した「設楽ダム予定地周辺の地質地盤についての
公開質問状」に対して、「設楽ダム予定地周辺の地質地盤についての公開質問状への回答に

ついて」が、6月 11日付で中部地整のホームページに掲載されました。 
6月 11日付け回答の、１．では、平成４年度設楽ダム地質調査報告書に記述された「懸
案事項」について、その時点における当面の検討事項を記述したものだと、その時点で懸

案となる事項が存在していたことを認めておられます。 
回答の２．～５．において、各懸案事項ごとに、「建設の支障にならないと判断している」、

または「建設が可能と考えている」と述べておられるが、私どもは、その根拠について明

確にされているとは受けとめていません。そこで、6月 11日付回答の順番にしたがって、
各懸案事項について、「どのような検討がなされ、あるいは実施されずにきたのか、現在に

持ちこされている問題があるのか」、という視点から再質問をいたします。１ヶ月以内（11
月 15日まで）に文書回答をいただきますよう、要請いたします。 
 
Ⅰ． 6月11日の回答に対する再質問 

 
（6月 11日回答） 
２．ダムサイト近傍地域の地質及び地質構造について 

 「第四紀断層調査では、これらの調査により確認されている断層について、いずれもダ

ム堤敷から離れていること、ダム堤敷に向かう方向性を示していないことから、設楽ダム

建設に支障となる第四紀断層は存在しないと判断しています。」 
 
（【２．】再質問） 
 平成 5年度の設楽ダム地質調査報告書、20～25頁にかけて、貯水池内の断層、及びダム
サイト付近の断層、同線状模様についての記載があり、図－4.2 および、表－4.1 にまとめ
られています。これらをみると、②、③、④をそれぞれ延長するとダムサイト付近に向か

うことが読み取れます。また、上、中、下流のダムサイト案を絞り込む検討作業が行われ
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た平成 8 年度設楽ダム地質解析業務委託報告書【地質編】に第四紀断層調査等が示されて
います。これによると、上記平成 5 年度報告書で、延長がダムサイトに向かうとされた断
層や線状模様について、22ページで、「ダムサイト予定地に向かう方向性をもつ地質断層が
2本確認されている。これらの断層がダムサイト付近にまで連続するかどうかは、現時点で
は不明である。」と書かれているとおり、延長部分がどうなっているかの調査が行われた形

跡はありません。浸食が盛んな山地では、第四紀層そのものが安定的に存在するものでは

なく、第四紀断層であるか否かの判定は一般に困難であって、「第四紀断層が存在しないと

判断しています」との結論を出すことは早計であると思われます。断層調査が満足になさ

れておらず、第四紀断層が存在しないという結論を出すことはできないことから、6 月 11
日の回答の訂正を要請します。 
 また、平成 8 年度報告書では、「断層は、ダムサイト（中流案）では確認していない。」
としていますが、一方で、断層破砕帯が分布する可能性がある推定箇所が 3 箇所あげられ
ています（35～39ページ）。その後、平成 14年度のボーリング調査によって、ダムサイト
に F3 断層の存在が明らかになりました。また、1963 年の電源開発（株）の調査報告で存
在が明らかになっている F1断層（電源開発株、豊川水系寒狭川、設楽ダム計画地点地質平
面、地質断面、図から読み取れる走向傾斜は N55W40Sである。）がダムサイトを貫いてい
るのに、中部地整の地質調査報告書には反映されていません。これらの断層が第四紀断層

であるか否か、無視できない破砕帯の規模であるか否かの精査はなされていないと思われ

ますが、貴職の見解を求めます。 
 
（6月 11日回答） 
３．ダムサイト右岸の凹状地形について 

 「平成 21年までに実施しているダムサイト右岸の代表的なボーリングデータ等の地質調
査の結果から、地すべり面が確認されていないことから、地すべりではなく、浸食地形と

判断しています。」 
 
（【３．】再質問） 
 二重山稜（凹状）地形が「浸食地形」であるとしても、ダムサイト右岸側斜面のいわゆ

る「緩みゾーン」や強風化部が構造性の要因と絡んで形成されている可能性は否定できま

せん。ちなみに、平成 5年度報告書の 39頁、図－4.11「凹状地形分布図」には、松戸の凹
状地形に沿ってリニアメント⑤が示されています。文章上は、38 ページに「松戸部落付近
には凹地状地形の形成を規制するような断層などの弱線は確認されなかった。」と書かれて

いますが、上記の図と調査結果のまとめの文章とは乖離しているとみなさざるを得ません。

問題は、浸食か地すべりかという点にあるのではなく、ダムサイト右岸斜面が大きな地す

べり地塊（緩みゾーン）を抱えるなど、ダムサイトとして問題があることから、その原因

を徹底して明らかにする必要があるにもかかわらず、なされていないことです。貴職の見
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解を求めます。 
 
（6月 11日回答） 
４．ダムサイト近傍及び貯水池周辺の透水性について 

 「ボーリングの坑内水位の標高および一般に山体内の地下水は上流ほど高いことから、

地下水位がサーチャージ水位よりも高いと判断しています。以上より田口市街地周辺の地

山を通じてダムの貯水が直接漏水する可能性はないと考えています。」 
 
（【４．】再質問） 
 6月 11日回答では、第三紀層と基盤との不整合面の分布の問題について全く触れられて
いません。平成 5年度報告書では、73ページで「漏水について」以下のように述べていま
す。「① 新第三紀層において、漏水を起こす可能性がある地層は、第三紀層基底部の礫岩

とその上位の砂岩等である。 これらの分布はサーチャージ水位（EL. 436.5m）より高い
位置にあることが概ね明らかとなった。ただし、中流案左岸直上流の支沢（田口部落西南

西部、図－6.5参照）では、第三紀層下底部がサーチャージ水位付近まで下がってくる可能
性が残されること、ならび下記②の断層の存在により、この付近に関しては最終的に調査

を実施して確認する必要がある。 ② 図－6.5に図示したように、上流案地点の河床付近
には南北に通ると予想される断層がボーリング等によって確認された。この断層の（破砕

帯）規模は 5m程度と予測されるが、その南端の連続性は明らかではない。現段階では、露
頭状況より実線部分に存在すると判断しているが、より下流の沢まで連続する可能性も残

されている。したがって、この断層が南部にまで連続している場合には、断層を通って貯

水が漏水する可能性がある。 ③ ダムサイト候補地近傍以外では、設楽大橋東側の添沢

付近において、図 6.5に示すような経路（700m）の漏水の可能性がある。 
 以上より、今後、中流案ダムサイト候補地点左岸部、および添沢付近においてはいずれ

漏水に対する具体的な調査検討を行う必要があると考えられるが、この様な問題に対する

対策事例はいくつかあるのでこれらがダム計画上致命的な問題になるとは思われない。 
 なお、中流案ダムサイト候補地点左岸部においては、上記の断層に沿って漏水の可能性

がある場合、中流案は上流案に対して漏水対策の面でやや不利と言える。」 
 平成 5年度報告書、図－6.5の第三紀層の分布域は、平成元年度の設楽ダム地質調査業務
委託の付図－1.1と比較して、江ヶ沢沿いの湛水区域をはずすように高標高側に引き上げら
れて描かれており、湛水区域周辺は基盤岩である片麻岩が分布しているとされています。

これは片麻岩の巨礫（新第三紀田口累層）の露頭を岩盤の露頭と見間違えているものと推

定されるため、現地において詳しく検証することが必要です。 なお、上記平成元年度の

付図－1.1は、平成 5年度報告に比べて第三紀層の砂岩層（川角累層）はより広く分布して
いることとなっていて、田口西南部江ヶ沢付近では、湛水線近くまで描かれているものの、

他地域と異なって砂岩層の下部に礫岩層（田口累層）を欠いていて、基盤の片麻岩の上に
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砂岩が接して載っています。これは不自然であって、礫岩層を見落としているのではない

かとの推定の根拠の一つとみなしています。 
なお、平成５年度の報告書付図の地質図で片麻岩の分布域とされている田口シウキ地区

の地層露頭から我々は二枚貝や巻貝の浅海性の化石を見出しており、この地質図が現実を

反映していないことは明らかです。 
平成５年度の報告書がまとめられた後に計画総貯水容量が100百万m3にかさ上げされた

ことで、サーチャージ水位は、10m 近く上昇しました。したがって、第三紀層の礫層・砂

層を通して漏水する可能性はいっそう強まっています。もちろん、不整合面沿いの基盤岩

風化部分の透水性が高いことも考慮される必要があります。 
なお、この平成５年度の報告書、図－6.5に描かれているダムサイト位置は、中流案（中）
で、現在の予定地点は 100m 程度上流側に移って、軸の向きも変わった中流案（上）とな

っています。図には、南北の断層の外に県道瀬戸設楽線の断層についても示されています

が、長さ～連続性についてはいずれも推定のもので、詳細な調査はなされていません。 
また、南北断層については、平成５年度の報告書、図 4－7に南北方向に長く連続した線
状模様が示されており、問題の地山を越えて南に続いていることから、断層が南方向に続

いている可能性は高く、漏水は避けられないものと推定されます。詳細な調査が必要です。 
以上、貴職においては、ダム湖湛水の漏水問題は避けて通ることはできない大問題であ

ることを認め、詳細な調査が必要であることを表明されるよう求めます。 
 
（6月 11日回答） 
５．貯水池周辺の地すべりについて 

 「ダム建設事業費の算出にあたっては、これまでの調査結果から、貯水池地すべり対策

工が必要と想定されるすべての箇所について対策費用を計上しているところです。」 
 
（【５．】再質問） 

3月 29日付公開質問状の【質問５】、「地質地盤の状況によっては、ダム建設の費用がか
さみ、（再検証の複数案の）他の案に比べて割高になる可能性があることを認めますか？」

に対する回答と思われますが、われわれの質問は、地すべりに限ったものではなく、漏水

やダムサイトの地盤強度や断層破砕帯対策も含めたものであり、質問に対して正面からの

回答を求めます。 
 
 
Ⅱ． 田口西部の地盤問題について（今回、新たに提起する質問） 

 
平成 19年度田口田尻地区ボーリング調査で実施された J2-3のデータの解析が平成 20年

度設楽ダム地質総合解析業務報告書で行われています。ボーリングコアの解析から、標高
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380～390m 付近に砂質の堆積層が確認されています。この平成 20 年度の報告書では、段
丘堆積物とされていますが、第三紀層（川角累層）の可能性が高く、これより下部に基底

礫岩層（田口累層）が分布するものと考えられ、基盤と第三紀層の不整合面はサーチャー

ジ水位標高 444m のはるか下方の 350m 付近にあると思われます。このことは、田口シウ
キ地区、田口西貝津地区、清崎萩平地区など、田口市街地の西部地域を支える地盤が、設

楽ダムの湛水線よりはるか下まで岩盤ではなく、第三紀の堆積層であって、透水性が高く、

ダム湖ができれば、田口地区の地下水異常や地下水汚染を起こすばかりでなく、大規模な

地すべり、深層崩壊をひき起こす恐れがあることを物語っています。大雨あるいは地震が

引き金となり満水状態で大規模な崩壊がおきれば、津波によって大惨事となる可能性も否

定できません。このまま、ダム建設を進めて、人命・財産に損害を与える事件が生じた場

合に、誰が責任をとるのか、明らかにしておかねばなりません。 
なお、仮に、平成 20年度の報告書の見解のように、標高 380~390mの堆積層が段丘堆積
物であるとすれば、この堆積層を切る断層は第四紀断層ということになり、中部地整は第

四紀断層がないという見解を撤回して、第四紀断層についての精査が必要となります。 
以上の点について、貴職の見解を求めます。 

以上 
 
（添付資料） 
・図－6.5 第三紀層の分布と湛水域，平成 5 年度設楽ダム地質検討業務委託報告書 74 ペ
ージ，建設省中部地方建設局設楽ダム調査事務所，平成 6年 3月 
・写真 田口シウキ地区の化石出土地点と出土した二枚貝化石（伊奈紘撮影） 
・2014年 3月 28日付 設楽ダム予定地周辺の地質地盤についての公開質問状 
・2014年 6月 11日付 同上に対する回答について 





 
  浅海性貝化石の田口シウキ地区の出土地点  （撮影 伊奈紘） 

 
化石出土地点付近の露頭状況     （撮影  伊奈紘） 



 

 
  出土した巻貝化石     （撮影  伊奈紘） 

 
  出土した二枚貝の化石   （撮影  伊奈紘） 












